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(57)【要約】
【課題】簡単な構造で操作性を高めることができる吸込
具等を提供する。
【解決手段】吸込具は、第１方向に延びる吸込口から掃
除機本体に塵埃を吸い込むための吸込具において、吸込
口と連通する連通部１３２２を有するカバー体１３１１
，１３１３と、第１方向と直交する前後方向に延伸する
軸を回転軸として回転可能に連通部１３２２に接続され
且つ連通部１３２２と掃除機本体とが連通するパイプ部
１３２６と、連通部１３２２とパイプ部１３２６とを回
転可能に固定する固定具１３３１と、パイプ部１３２６
の回転を規制する規制部とを備え、規制部は、固定具１
３３１と連通部１３２２との係合または固定具１３３１
とカバー体１３１１，１３１３との係合により、パイプ
部１３２６の回転を規制する。
【選択図】図１８



(2) JP 2020-28811 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に延びる吸込口から掃除機本体に塵埃を吸い込むための吸込具において、
　前記吸込口と連通する連通部を有するカバー体と、
　前記第１方向と直交する前後方向に延伸する軸を回転軸として回転可能に前記連通部に
接続され且つ前記連通部と前記掃除機本体とが連通するパイプ部と、
　前記連通部とパイプ部とを回転可能に固定する固定具と、
　前記パイプ部の回転を規制する規制部と
　を備え、
　前記規制部は、前記固定具と前記連通部との係合または前記固定具と前記カバー体との
係合により、前記パイプ部の回転を規制する
　吸込具。
 
【請求項２】
　前記規制部は、係合部と、該係合部が係合する被係合部とを含み、
　前記固定具と、前記連通部または前記カバー体とのうち一方に前記係合部を有し、前記
固定具と、前記連通部または前記カバー体とのうち他方に前記被係合部を有する
　請求項１に記載の吸込具。
 
【請求項３】
　前記係合部は、前記回転軸が延伸する軸方向に沿って突出する凸部を有し、
　前記被係合部は、前記凸部が係合する凹部を有する
　請求項２に記載の吸込具。
 
【請求項４】
　前記規制部は、本体部と、前記係合部が設けられる張出部とを有し、
　前記張出部は、前記本体部に対し、前記回転軸が延伸する軸方向から離れる外方側に張
り出す
　請求項２または３に記載の吸込具。
 
【請求項５】
　前記張出部は前記軸方向に弾性変形可能である
　請求項４に記載の吸込具。
 
【請求項６】
　前記張出部は、前記本体部との間に空間を有する
　請求項４または５に記載の吸込具。
 
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の吸込具と、
　電動送風機を有し、前記吸込具と連通する掃除機本体と
　を備える電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸込具およびこれを備える電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、掃除機本体にホースを介して接続される先端パイプと吸引具との間の延
長管に、モップアタッチメントを収納する収納部が取り付けられた電気掃除機を開示して
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いる。この収納部は、収納外壁と、収納外壁内部に収納される１以上の穴を有する内かご
とを含み、収納外壁に設けられた吸引開口に先端パイプが接続可能となっている。これに
より、収納部の内かごに収納されたモップアタッチメントに付着するゴミ等を吸引するこ
とが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－８７６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記文献では、モップアタッチメントに付着するゴミ等を除去できる。その一方、吸込
具の操作性を簡単な構造で高めたいという要望も強い。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、簡単な構造で操作性を高め
ることができる吸込具および電気掃除機を提供することを目的のひとつとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る吸込具は、第１方向に延びる吸込口
から掃除機本体に塵埃を吸い込むための吸込具において、前記吸込口と連通する連通部を
有するカバー体と、前記第１方向と直交する前後方向に延伸する軸を回転軸として回転可
能に前記連通部に接続され且つ前記連通部と前記掃除機本体とが連通するパイプ部と、前
記連通部とパイプ部とを回転可能に固定する固定具と、前記パイプ部の回転を規制する規
制部とを備え、前記規制部は、前記固定具と前記連通部との係合または前記固定具と前記
カバー体との係合により、前記パイプ部の回転を規制する。
　また、本発明の一態様に係る電気掃除機は、上記の吸込具と、電動送風機を有し、前記
吸込具と連通する掃除機本体とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、固定具を利用して規制部を構成しているため、簡単な構造で操作性を
高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係る電気掃除機ユニットを示す分解斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る電気掃除機を示す斜視図である。
【図３】第１の実施形態に係る電気掃除機を部分的に示す分解斜視図である。
【図４】第１の実施形態に係る電気掃除機を部分的に示す側面図である。
【図５】第１の実施形態に係る電気掃除機を部分的に示す背面図である。
【図６】第１の実施形態に係る電気掃除機を部分的に示す斜視図である。
【図７】第１の実施形態に係る電気掃除機を部分的に示す斜視図である。
【図８】第１の実施形態に係る補助集塵具を示す斜視図である。
【図９】第１の実施形態に係る補助集塵具を部分的に示す斜視図であり、特に図８のＡ部
分を示す。
【図１０】第１の実施の形態に係る掃除機支持装置を部分的に示す斜視図である。
【図１１】第１の実施の形態に係る掃除機支持装置を部分的に示す断面斜視図である。
【図１２】第１の実施の形態に係る掃除機支持装置を示す斜視図である。
【図１３】第２の実施形態に係る電気掃除機ユニットを示す斜視図である。
【図１４】第２の実施形態に係る電気掃除機を下方から見た図であり、（ａ）は斜視図で
あり、（ｂ）は下面図である。
【図１５】第２実施形態に係る吸込具の断面図であり、図１４の（ｂ）のＡ－Ａ断面を矢
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印の方向から見た図である。
【図１６】第２の実施形態に係る吸込具の断面図であり、（ａ）は図１５のＢ－Ｂ断面を
矢印Ｃの方向から見た図であり、（ｂ）は図１５のＢ－Ｂ断面を矢印Ｃと反対側から見た
図である。
【図１７】第２の実施形態に係る吸込具を部分的に示す分解断面斜視図である。
【図１８】第２の実施形態に係る吸込具の分解斜視図である。
【図１９】第２の実施形態に連結パイプを示す図であり、（ａ）は部分的に示す分解斜視
図であり、（ｂ）は連結部分の拡大斜視図であり、（ｃ）は連結部の拡大平面図である。
【図２０】第２の実施形態に係る掃除機支持装置の斜視図であり、内部の構造が分かるよ
うに一部を切り欠いている。
【図２１】第３の実施形態に係る電気掃除機を部分的に示す斜視図であり、装着状態の一
部を拡大している。
【図２２】第３の実施形態に係る補助集塵具の柄部を示す斜視図であり、一部断面を拡大
している。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
＜概要＞
【００１０】
　明細書に記載の電気掃除機は、吸込具、掃除機本体、取手具をこの順で備える電気掃除
機において、補助集塵具を前記取手具側から取り出し自在に収容する収容部を前記掃除機
本体に備える。
　背景技術に記載の文献では、キャニスター型の電気掃除機に、モップアタッチメントを
収納する収納部が設けられている。キャニスター型の電気掃除機は、掃除機本体が大きい
だけでなく、電源コードの長さによって清掃可能な範囲が制限されてしまうため、機動力
が低い一方、モップアタッチメントのような補助集塵具は機動性が高い。しかし、補助集
塵具のヘッド部を容易に掃除できないといった問題がある。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記収容部は開口が前記取手具側に向いた有底筒
状をしている。これにより、補助集塵具の取り出しを容易に行うことができる。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記収容部に収容されている補助集塵具を保持す
る保持部が前記掃除機本体及び取手具の少なくとも一方に設けられている。これにより、
補助集塵具を掃除機本体及び取手具の少なくとも一方との一体感を出すことができる。
【００１１】
　明細書に記載の電気掃除機において、前記保持部は、前記吸込具、前記掃除機本体及び
前記取手具が並ぶ方向と交差する方向に延伸し、対向して設けられる一対の板状部を備え
る。これにより、補助集塵具を容易に保持できる。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記保持部は、さらに、前記一対の板状部の対向
面から相手側に突出する凸部を備える。これにより、前記補助集塵具をしっかりと保持で
きる。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記補助集塵具はヘッド部と柄部とを備え、前記
収容部は前記ヘッド部を収容し、前記保持部は前記柄部を保持する。これにより、補助集
塵具を一体感を出した状態で補助集塵具を収容することができる。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記柄部は前記ヘッド部に近い部位に屈曲部分を
有し、前記掃除機本体は前記取手具よりも太く、前記補助集塵具は、前記柄部の屈曲部分
が前記掃除機本体と前記取手具との間の段差部分に沿うように、配される。これにより、
意匠性を損なうことなく補助集塵具を収容することができる。
【００１２】
　明細書に記載の電気掃除機において、前記掃除機本体は、前記取手具側から前記吸込具
側に移る途中に外周寸法の大きい拡張部分を有し、前記収容部は、前記収容部の底面部が
前記拡張部分における前記取手具側の端面に沿うように設けられ、前記掃除機本体の中心
軸に垂直な寸法であって、前記中心軸に対する取付部分から離れる奥行方向における前記
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中心軸からの寸 法が前記中心軸からの前記拡張部分の寸法と同程度以上であり、前記掃
除機本体の前記中心軸に垂直な寸法であって、前記奥行方向に垂直な幅方向における寸法
が前記拡張部分の寸法以下である。補助集塵具との一体感を出した状態で全体の意匠性を
向上させることができる。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記収容部は前記掃除機本体から着脱可能である
。これにより、収容部を簡単に掃除することができる。
　明細書に記載の電気掃除機において、前記収容部は水洗い可能な材料により構成されて
いる。これにより、収容部に溜まったゴミ等を水洗いにより容易に掃除することができる
。
【００１３】
　一態様に係る吸込具において、第１方向に延びる吸込口から掃除機本体に塵埃を吸い込
むための吸込具において、前記吸込口と連通する連通部を有するカバー体と、前記第１方
向と直交する前後方向に延伸する軸を回転軸として回転可能に前記連通部に接続され且つ
前記連通部と前記掃除機本体とが連通するパイプ部と、前記連通部とパイプ部とを回転可
能に固定する固定具と、前記パイプ部の回転を規制する規制部とを備え、前記規制部は、
前記固定具と前記連通部との係合または前記固定具と前記カバー体との係合により、前記
パイプ部の回転を規制する。
　別態様に係る吸込具において、前記規制部は、係合部と、該係合部が係合する被係合部
とを含み、前記固定具と、前記連通部または前記カバー体とのうち一方に前記係合部を有
し、前記固定具と、前記連通部または前記カバー体とのうち他方に前記被係合部を有する
。
【００１４】
　別態様に係る吸込具において、前記係合部は、前記回転軸が延伸する軸方向に沿って突
出する凸部を有し、前記被係合部は、前記凸部が係合する凹部を有する。
　別態様に係る吸込具において、前記規制部は、本体部と、前記係合部が設けられる張出
部とを有し、前記張出部は、前記本体部に対し、前記回転軸が延伸する軸方向から離れる
外方側に張り出す。
　別態様に係る吸込具において、前記張出部は前記軸方向に弾性変形可能である。
　別態様に係る吸込具において、前記張出部は、前記本体部との間に空間を有する。
【００１５】
　一態様に係る電気掃除機において、上記の吸込具と、電動送風機を有し、前記吸込具と
連通する掃除機本体とを備える。
【００１６】
＜第１の実施形態＞
【００１７】
　１．電気掃除機
【００１８】
　図１に示される通り、電気掃除機ユニット１は、電気掃除機３および掃除機支持装置５
を備える。電気掃除機３は、吸込具３１０、掃除機本体３４０および取手具３９０をこの
順で備える、いわゆるスティック型の掃除機である。電気掃除機３は、補助集塵具４５０
を取手具３９０側から取り出し自在に収容する収容部４１０を備える。収容部４１０は、
掃除機本体３４０に装着される。電気掃除機３は、掃除機支持装置５から充電される携帯
型である。
　ここで、電気掃除機３における吸込具３１０、掃除機本体３４０および取手具３９０が
この順で並ぶ方向を軸方向（Ｚ）とし、吸込具３１０の吸込口３２３（回転ブラシ３１９
の回転軸）が延伸する方向を幅方向（Ｘ）とし、軸方向と幅方向とに直交する方向（回転
ブラシ３１９の進行する方向）を奥行方向（Ｙ）とする。
【００１９】
　１－１．掃除機本体
【００２０】
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　掃除機本体３４０は、円筒状筐体３４１を備える。円筒状筐体３４１は、第１円筒部分
３４３、円筒状の拡張部分３６３および第２円筒部分３７３を備える。拡張部分３６３は
、第１円筒部分３４３と第２円筒部分３７３の間に位置し、第１円筒部分３４３および第
２円筒部分３７３と共通の中心軸を有する。第１円筒部分３４３は、第２円筒部分３７３
と同じ外径を有する。拡張部分３６３は、第１円筒部分３４３および第２円筒部分３７３
のそれぞれの外径よりも大きな外径を有する。このように、掃除機本体３４０は、取手具
３９０側から吸込具３１０側に移る途中に外周寸法の大きい拡張部分３６３を有する。拡
張部分３６３は、外周面３６５のほか、第１円筒部分３４３と連なる取手具３９０側の端
面３６９および第２円筒部分３７３と連なる吸込具側の端面３７１を有する。端面３６９
および端面３７１は、いずれもテーパー状である。
【００２１】
　なお、掃除機本体３４０の形状は、これに限らず、取手具３９０側から吸込具３１０側
まで一定の外径でもよく、取手具３９０側から吸込具３１０側に移る途中に外径寸法の小
さな縮小部分を有してもよい。また、掃除機本体３４０の形状は、円筒状に限らず、例え
ば、断面三角形、断面四角形、断面六角形、断面八角形などの断面多角形の筒状、または
、これらの組み合わせ、あるいは、非対称形状の筒状でもよい。
【００２２】
　掃除機本体３４０は、例えば、電動送風機、バッテリー、回路モジュール、集塵パック
取付部、インジケータ３７７などの部品を備える。これらの部品は、円筒状筐体３４１内
に収容される。例えば、第１円筒部分３４３は、バッテリー、回路モジュールおよびイン
ジケータ３７７を収容する。拡張部分３６３は、電動送風機を収容する。第２円筒部分３
７３は、集塵パック取付部および集塵パックを収容する。バッテリーは、回路モジュール
を介して商用電源から受けた電力を蓄積する。バッテリーは、蓄積された電力を、回路モ
ジュールを介して電動送風機に供給する。電動送風機は、塵埃を吸引するための負圧を生
成する。集塵パック取付部は、吸引された塵埃を蓄積する集塵パックを着脱可能に取り付
ける。回路モジュールは、バッテリーの充放電制御、電動送風機の駆動制御、および、イ
ンジケータ３７７の表示制御を実行する。インジケータ３７７は、例えば、バッテリー残
量、運転モード、集塵パックの充填率などの各種情報を提示する。第１円筒部分３４３は
、その外周面３４９に長円窓３５１を有する。インジケータ３７７は、長円窓３５１を通
じて外部に視認可能に配される。インジケータ３７７は、表示機能のみならず、操作機能
を備えてもよい。操作機能は、一例として、ＯＮ／ＯＦＦボタンである。これにより、取
手具３９０を取り外した場合でも、電気掃除機３の操作が可能となる。
【００２３】
　掃除機本体３４０は、取手具３９０を着脱可能に取り付けるための取付け手段を有する
。取付け手段の一例である係合部は、取手具３９０に内嵌されているため、図１には現れ
ていない。取手具３９０側の取付ボタン３７５の操作により、取手具３９０側の係合凸部
が掃除機本体３４０側の係合凹部に係合する。取付け手段は、これに限らず、ねじでもよ
い。
【００２４】
　掃除機本体３４０は、収容部４１０を着脱可能に取り付けるための取付構造を有する。
これの詳細については、後述することとする。
【００２５】
　１－２．取手具
【００２６】
　取手具３９０は、閉塞された上面と開放された下面を有する円筒状筐体３９１を備える
。円筒状筐体３９１は、取付ボタン３７５を操作するための貫通孔３９５を有する。取付
ボタン３７５は、貫通孔３９５を通じて円筒状筐体３９１の外部に露出している。取付ボ
タン３７５を円筒状筐体３９１の内部へ押し込むと、係合凹部と係合凸部との係合を解除
できる。これにより、円筒状筐体３９１、ひいては取手具３９０を、掃除機本体３４０か
ら取り外すことができる。なお、取手具３９０は、これ以外の手法で掃除機本体３４０に
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着脱可能に取り付けられてもよい。また、取手具３９０は、着脱不能に掃除機本体３４０
に取り付けられていてもよい。例えば、取手具３９０は、掃除機本体３４０に一体的に形
成されてもよい。
【００２７】
　取手具３９０の外形は、円筒状に限らず、例えば、断面三角形、断面四角形、断面六角
形、断面八角形などの断面多角形の筒状、または、これらの組み合わせ、あるいは、非対
称形状の筒状でもよい。
【００２８】
　円筒状筐体３９１は、掃除機本体３４０の第１円筒部分３４３の外径よりも小さな外径
を有する。そのため、取手具３９０と掃除機本体３４０の間に、第１円筒部分３４３のテ
ーパー面３４７および上面３４５からなる段差部分３５９が形成される。
【００２９】
　取手具３９０は、操作モジュール３９７を備える。操作モジュール３９７は、円筒状筐
体３９１に設けられた長円窓３９３を通じて外部からアクセス可能となっている。操作モ
ジュール３９７は、例えば、電気掃除機３の運転開始、運転停止および吸引力調整にそれ
ぞれ割り当てられたボタンを含む。
【００３０】
　取手具３９０は、収容部４１０に収容されている補助集塵具４５０を保持する保持部３
９９を備える。これの詳細については、後述することとする。
【００３１】
　１－３．吸込具
【００３２】
　吸込具３１０は、図２に示される通り、その底部に吸込口３２３を有する。吸込口３２
３は、その内部に回転ブラシ３１９を収容する。
【００３３】
　吸込具３１０は、内部に、掃除機本体３４０の第２円筒部分３７３と吸込具３１０の吸
込口３２３とを連結する集塵パイプを有する。内壁３１５は、この集塵パイプに連なる連
通口３１７を有する。吸込口３２３から吸い込まれた塵埃は、連通口３１７および集塵パ
イプを通じて第２円筒部分３７３に収容された集塵パックに送られる。
【００３４】
　吸込具３１０は、底部カバー３１３上に３つのローラー３２１を備える。これらにより
、吸込具３１０は、例えば床などの清掃対象面上で円滑に走行できる。
【００３５】
　１－４．収容部
【００３６】
　収容部４１０は、図１に示される通り、補助集塵具４５０を収容するための開口４３３
を有する。補助集塵具４５０は、取手具３９０側から取り出し自在に収容部４１０に収容
される。より詳細には、収容部４１０は、開口４３３が取手具３９０側に向いた有底筒状
をしている。これにより、電気掃除機３の利用中に、補助集塵具４５０を容易に取り出す
ことができる。電気掃除機３は、上述の通り、電動送風機を駆動するためのバッテリーを
内蔵している。そのため、電気掃除機３は、高い機動性を有する。このような機動性の高
い電気掃除機３が、補助集塵具４５０を収容する収容部４１０を備える。したがって、補
助集塵具４５０の機動性の高さを阻害することなく、補助集塵具４５０を利用しながら電
気掃除機３による清掃を行うことができる。
【００３７】
　収容部４１０は、図３に示される通り、第１側面部４１１、第２側面部４１５、背面部
４１９、前面部４２５および底面部４３１を備える。
【００３８】
　第１側面部４１１は、第２側面部４１５と略平行である。第１側面部４１１は、第２側
面部４１５に対向する対向面に２つの縦長の突出片４１３を有する。ここで「縦」とは、
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収容部４１０の筒軸に沿う方向をいう。２つの突出片４１３は、対向面の上下２か所にそ
れぞれ配されている。図３には現れていないが、同様に、第２側面部４１５は、第１側面
部４１１に対向する対向面に２つの縦長の突出片４１３を有する。突出片４１３は、前側
から収容部４１０を見たときに、縦長の矩形状をしている。４つの突出片４１３は、収容
部４１０の四隅に近い部位にそれぞれ設けられる。これにより、収容部４１０を第１円筒
部分３４３に安定的に固定できる。なお、突出片４１３の形状および位置は、これに限ら
ず、前面部４２５が第１円筒部分３４３に対向して取り付けられるよう、一方に係合部が
設けられ、他方に被係合部が設けられていればよい。例えば、突出片４１３が、前面部４
２５からＬ字状に突出していてもよい。
【００３９】
　前面部４２５は、掃除機本体３４０の第１円筒部分３４３の外周面３４９に適合する凹
面形状を有する。前面部４２５は、２つの縦長の突条部４２７と、１つの横長の係合凸部
４２９とを有する。ここで「横」とは、収容部４１０の筒軸に垂直な方向（周方向）をい
う。
【００４０】
　背面部４１９は、前面部４２５に対して略平行な平行部分４２１と、前面部４２５に対
して傾斜した傾斜部分４２３とを有する。傾斜部分４２３は、開口４３３の面積を拡張す
るためにある。つまり、傾斜部分４２３は、開口側拡がりに傾斜している。開口４３３の
面積の拡張により、補助集塵具４５０のヘッド部４５１を容易に収容部４１０に挿入する
ことができる。また、補助集塵具４５０を収容部４１０から取り出すときに、柄部４５７
を取手具３９０から離れるように傾斜させることができる。傾斜部分４２３は、開口４３
３から底面部４３１に向かって収容部４１０の内部空間を次第に狭くするためにある。こ
れにより、補助集塵具４５０のヘッド部４５１を、開口４３３から底面部４３１まで円滑
に移動させることができる。なお、背面部４１９は、これに限られず、全面的に前面部４
２５と略平行としてもよい。また、背面部４１９の傾斜に代えて、または、これに加えて
、第１側面部４１１および／または第２側面部４１５が、底面部４３１側から開口４３３
側に向かうに従って幅拡がりになっていくよう傾斜されていてもよいし、この場合に底面
部４３１から途中まで緩やかな幅拡がりで、その途中から開口４３３側で、それまでより
幅拡がりになるよう傾斜してもよい。
【００４１】
　図３に示される通り、掃除機本体３４０の第１円筒部分３４３は、その外周面３４９に
、４つの縦長の案内溝３５３を有する。ここで「縦」とは、第１円筒部分３４３の筒軸に
沿う方向をいう。４つの案内溝３５３は、収容部４１０の４つの突出片４１３をそれぞれ
受け入れ、収容部４１０を適切な位置に案内する。
【００４２】
　第１円筒部分３４３は、その外周面３４９に、４つの縦長の突出片３５５を有する。４
つの突出片３５５は、４つの案内溝３５３の脇であって、それよりも後方にそれぞれ配さ
れ、収容部４１０の４つの突出片４１３とそれぞれ係合可能である。具体的には、突出片
３５５が突出片４１３に係合したとき、突出片３５５の前面が突出片４１３の後面に当接
する。収容部４１０（突出片４１３）が案内溝３５３に沿って案内溝３５３の下端までス
ライドすると、収容部４１０の４つの突出片４１３が、第１円筒部分３４３の４つの突出
片３５５にそれぞれ係合する。これにより、収容部４１０の第１円筒部分３４３の筒軸方
向以外の方向への移動が規制される。
　収容部４１０が第１円筒部分３４３に取り付けられた状態では、第１側面部４１１およ
び第２側面部４１５の前端が第１円筒部分３４３の外周面３４９に近接している。このた
め、収容部４１０と第１円筒部分３４３との間に埃が入るのを防止できる。また収容部４
１０と第１円筒部分３４３の一体感を出せる。
【００４３】
　これにより、収容部４１０は、第１円筒部分３４３、ひいては掃除機本体３４０に着脱
可能に取り付けられる。したがって、収容部４１０を掃除機本体３４０から取り外して収
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容部４１０を掃除できる。
【００４４】
　第１円筒部分３４３は、その外周面３４９に、１つの横長の係合凹部３５７を有する。
ここで「横」とは、第１円筒部分３４３の筒軸に垂直な方向（周方向）をいう。係合凹部
３５７は、収容部４１０の係合凸部４２９に係合可能である。収容部４１０（突出片４１
３）が案内溝３５３に沿って案内溝３５３の下端までスライドすると、係合凸部４２９が
係合凹部３５７に係合される（嵌る）。これにより、収容部４１０の第１円筒部分３４３
の筒軸方向への移動が規制される。ただし、係合凸部４２９と係合凹部３５７との係合は
、比較的緩めに設計されている。そのため、収容部４１０の意図的で強制的なスライドに
より、係合凸部４２９と係合凹部３５７との係合を解除できる。これにより、収容部４１
０の第１円筒部分３４３への着脱を可能としつつ、収容部４１０の第１円筒部分３４３か
らの非意図的な脱落を防止または低減できる。
【００４５】
　収容部４１０の前面部４２５は、上述の通り、縦長の突条部４２７を有する。これらの
突条部４２７は、収容部４１０の前面部４２５と第１円筒部分３４３の外周面３４９との
間にクリアランスを形成する。収容部４１０は、前面部４２５ではなく、突条部４２７で
第１円筒部分３４３に接触する。これにより、収容部４１０の第１円筒部分３４３への接
触面積を低減でき、その結果、収容部４１０の第１円筒部分３４３上でのスライドを円滑
にできる。
【００４６】
　収容部４１０は、図４に示される通り、第１円筒部分３４３に取り付けられる。収容部
４１０の底面部４３１は、掃除機本体３４０の拡張部分３６３における取手具３９０側の
端面３６９に沿う。これにより、収容部４１０と掃除機本体３４０の一体感を出すことが
できる。
【００４７】
　図４に示される通り、収容部４１０の背面部４１９と掃除機本体３４０の中心軸Ｃとの
間の奥行方向（Ｙ）の寸法を寸法Ｌ１と定義する。掃除機本体３４０の拡張部分３６３の
外周面３６５と掃除機本体３４０の中心軸Ｃとの間の奥行方向（Ｙ）の寸法を寸法Ｌ２と
定義する。配線カバー３６７の背面部と掃除機本体３４０の中心軸Ｃとの間の奥行方向（
Ｙ）の寸法を寸法Ｌ３と定義する。寸法Ｌ１は、寸法Ｌ２と同じまたはそれより大きい。
また、寸法Ｌ１は、寸法Ｌ３と同じまたはそれより大きい。すなわち、掃除機本体３４０
の中心軸Ｃに垂直な寸法であって、中心軸Ｃについて外周面３４９における収容部４１０
の取付部分から離れる奥行方向（Ｙ）における寸法Ｌ１が、拡張部分３６３の寸法Ｌ２と
同程度以上である。言い換えると、収容部４１０は、掃除機本体３４０の拡張部分３６３
に対して奥行方向（Ｙ）に面一または突出している。
　なお、第１円筒部分３４３の中心軸Ｃが、拡張部分３６３の中心軸Ｃからずれており、
これにより、収容部４１０が、拡張部分３６３に対して奥行方向（Ｙ）に面一または引込
んでいてもよい。
　配線カバー３６７は、内部に、コネクタ３７９（図５参照）と第１円筒部分３４３内の
バッテリーとを接続する配線を収容する。配線カバー３６７は、拡張部分３６３の外部に
露出しているが、これに限らない。例えば、配線カバー３６７を拡張部分３６３の内部に
収容してもよい。
【００４８】
　図５に示される通り、収容部４１０の第１側面部４１１と第２側面部４１５の間の幅方
向（Ｘ）の寸法を寸法Ｗ１と定義する。掃除機本体３４０の拡張部分３６３の幅方向（Ｘ
）の寸法を寸法Ｗ２と定義する。寸法Ｗ１は、寸法Ｗ２と同じまたはそれより小さい。す
なわち、掃除機本体３４０の中心軸Ｃに垂直な寸法であって、奥行方向（Ｙ）に垂直な幅
方向（Ｘ）における寸法Ｗ１が、拡張部分３６３の寸法Ｗ２以下である。
【００４９】
　奥行方向の寸法および幅方向の寸法が上記関係を満たすことにより、収容部４１０と掃
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除機本体３４０の一体感を出すことができ、その結果、デザイン性を向上させることがで
きる。また、収容部４１０は、掃除機本体３４０の拡張部分３６３に対して奥行方向（Ｙ
）に引込んでいてもよい。
【００５０】
　収容部４１０は、好ましくは、水洗い可能な材料からなる。収容部４１０の適宜の水洗
いにより、収容部４１０を清潔に保つことができる。水洗い可能とは、水に対して化学的
に安定であることをいう。例えば、ポリプロピレン、ポリカーボネートおよびポリエチレ
ンテレフタレートのような樹脂、スチール、アルミニウム合金およびステンレスのような
金属、あるいは、セラミックスなどの非金属が利用可能である。
【００５１】
　上述の通り、収容部４１０は、第１円筒部分３４３から取り外すことができる。しかし
、これに限らない。例えば、収容部４１０が第１円筒部分３４３の背面部分の一部と一体
的に形成され、収容部４１０がその背面部分の一部と共に第１円筒部分３４３の前面部分
から取り外されてもよい。
　上述の通り、収容部４１０は、掃除機本体３４０に着脱可能に取り付けられる。しかし
、これに限らず、収容部４１０は、掃除機本体３４０に着脱不能に取り付けられてもよい
。収容部４１０は、掃除機本体３４０と一体的に形成されていてもよい。
【００５２】
　また、着脱可能な取付構造は、上記の構造に限られない。例えば、ナットとボルトの組
のような締結手段を採用してもよい。永久磁石と磁性体金属の組のような磁気的手段を採
用してもよい。また、吸盤のような吸引手段を採用してもよい。
【００５３】
　収容部４１０は、底面部４３１に１または複数の穴を有してもよい。これにより、塵埃
が収容部４１０の内部空間に蓄積するのを防止または低減できる。逆に、収容部４１０は
、穴無しの底面部４３１を採用してもよい。これにより、塵埃が収容部４１０の内部空間
から漏出するのを防止できる。
【００５４】
　１－５．保持部
【００５５】
　保持部３９９は、図１に示される通り、取手具３９０に設けられる。保持部３９９は、
収容部４１０に収容されている補助集塵具４５０を保持する。詳細には、保持部３９９は
、取手具３９０における掃除機本体３４０近傍に位置する。上述の通り、掃除機本体３４
０は、取手具３９０側に段差部分３５９を有する。保持部３９９は、この段差部分３５９
付近に位置するので、物が保持部３９９に引掛るのを防止できる。また、ユーザーが補助
集塵具４５０の柄部４５７を持って補助集塵具４５０を収容部４１０から取り出す際にも
邪魔になりにくい。
【００５６】
　保持部３９９は、詳細には、図６に示される通り、一対の板状部４０１を備える。一対
の板状部４０１は、吸込具３１０、掃除機本体３４０および取手具３９０が並ぶ方向（Ｚ
：軸方向）と直交する奥行方向（Ｙ）に延伸する。各板状部４０１は、軸方向（Ｚ）に長
い矩形状をしている。これにより、補助集塵具４５０の柄部４５７をしっかり保持するこ
とができる。各板状部４０１の奥行方向（Ｙ）の先端は、第１円筒部分３４３の外周面３
４９より出ていない。これにより、収容部４１０の着脱のために収容部４１０をスライド
させたとき、各板状部４０１が収容部４１０に干渉することを防止できる。各板状部４０
１は、互いに対向する対向面４０３を有する。これにより、補助集塵具４５０の柄部４５
７を対向面４０３間に位置させたとき、柄部４５７の幅方向（Ｘ）の移動を規制すること
ができる。保持部３９９は、一対の縦長の凸部４０５を備える。各凸部４０５は、それぞ
れ板状部４０１の対向面４０３から相手方に向けて突出する。各凸部４０５は、板状部４
０１の奥行方向（Ｙ）先端部に設けられている。
【００５７】
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　保持部３９９は、図７に示される通り、補助集塵具４５０を保持し、より詳細には補助
集塵具４５０の柄部４５７を保持する。柄部４５７は、第１部分４５９および第２部分４
６３を有する。第１部分４５９の幅方向（Ｘ）の寸法を寸法Ｗ３と定義する。第２部分４
６３の幅方向（Ｘ）の寸法を寸法Ｗ４と定義する。寸法Ｗ３は、寸法Ｗ４よりも大きい。
【００５８】
　保持部３９９の間隔Ｇ１は、補助集塵具４５０の第１部分４５９の寸法Ｗ３よりも大き
い。これにより、保持部３９９は、その一対の板状部４０１の間に、第１部分４５９を配
することができる。保持部３９９の間隔Ｇ２は、補助集塵具４５０の第１部分４５９の寸
法Ｗ３よりも小さい。これにより、保持部３９９は、第１部分４５９の奥行方向（Ｙ）へ
の移動を規制することができる。すなわち、補助集塵具４５０が保持部３９９から奥行方
向（Ｙ）に脱離するのを防止または低減できる。保持部３９９の間隔Ｇ２は、補助集塵具
４５０の第２部分４６３の寸法Ｗ４よりも大きい。これにより、第２部分４６３の屈曲部
分４６５は、保持部３９９の凸部４０５間を通過できる。
【００５９】
　補助集塵具４５０は、軸方向（Ｚ）に沿うスライドにより、保持部３９９に着脱可能に
取り付けられる。保持部３９９の各板状部４０１は、その厚み方向（Ｘ）に弾性変形可能
としてもよい。これにより、補助集塵具４５０の奥行方向（Ｙ）の移動によっても、補助
集塵具４５０を着脱することができる。特に、凸部４０５は、その先端が先細り状である
。これにより、補助集塵具４５０の奥行方向（Ｙ）の移動による着脱を容易にできる。
【００６０】
　保持部３９９は、清掃時における補助集塵具４５０のガタつきを防止する。保持部３９
９は、また、電気掃除機３の収納時における補助集塵具４５０の紛失を防止する。
【００６１】
　保持部３９９は、補助集塵具４５０を着脱可能に保持できれば、上記構造に限られない
。例えば、ナットとボルトの組のような締結手段を採用してもよい。永久磁石と磁性体金
属の組のような磁気的手段を採用してもよい。また、吸盤のような吸引手段を採用しても
よい。
　各板状部４０１の形状は、軸方向（Ｚ）に一定の長さを有していれば、矩形状に限らな
い。例えば、半円形状、台形状、三角形状でもよい。台形状および三角形状の場合、上端
から下端に向けて奥行方向（Ｙ）の寸法が大きくなるものでもよく、その逆でもよい。
【００６２】
　保持部３９９は、取手具３９０ではなく、掃除機本体３４０に設けられてもよい。２つ
の保持部３９９が、取手具３９０および掃除機本体３４０の両方にそれぞれ設けられても
よい。１つの保持部３９９が、取手具３９０および掃除機本体３４０の両方にまたがって
いてもよい。
【００６３】
　１－６．補助集塵具
【００６４】
　補助集塵具４５０は、モップ、埃取り、ブラシ、ほうき、たわし、などの清掃用具であ
る。補助集塵具４５０は、図８に示される通り、ヘッド部４５１および柄部４５７を備え
る。ヘッド部４５１は、ヘッド本体４５３および取付手段（一例として取付ボタン４５５
）を備える。柄部４５７は、第１部分４５９および第２部分４６３を備える。
【００６５】
　柄部４５７の第２部分４６３は、取付ボタン４５５を係合するための係合孔４６７を有
する。取付ボタン４５５は、係合孔４６７を通じて第２部分４６３の外部に露出している
。取付ボタン４５５は、ばね力により付勢されることにより係合孔４６７との強固な係合
を実現している。一例として、板部分にＵ字状の切込みが形成され、取付ボタン４５５は
、そのＵ字の内部部位に設けられている。Ｕ字の内部部位は、板部分のそれ以外の部分に
対して板厚方向に弾性変形可能である。これによりばね力を発生させることができる。ば
ね力に対抗して取付ボタン４５５を第２部分４６３の内部へ押し込むと、取付ボタン４５
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５と係合孔４６７との係合を解除できる。これにより、ヘッド本体４５３、ひいてはヘッ
ド部４５１を、第２部分４６３、ひいては柄部４５７から取り外すことができる。なお、
ヘッド部４５１は、これ以外の手法で柄部４５７に着脱可能に取り付けられてもよい。例
えば、柄部４５７とヘッド部４５１がネジにより取り付けられてもよい。また、ヘッド部
４５１は、着脱不能に柄部４５７に取り付けられていてもよい。例えば、ヘッド部４５１
は、柄部４５７に一体的に形成されてもよい。
【００６６】
　柄部４５７の第１部分４５９は、図９に示される通り、断面略四角形の筒状である。第
１部分４５９は、互いに対向する一対の側面に、内部空間に向けて突出した突条部４６１
を有する。柄部４５７の第２部分４６３は、断面略四角形の筒状であり、第１部分４５９
に内嵌される。第２部分４６３は、互いに対向する一対の側面に、突条部４６１に適合す
る案内溝４６９を有する。このように、第２部分４６３は、第１部分４５９に対してスラ
イド可能に取り付けられている。すなわち、柄部４５７は、伸縮可能である。これにより
、補助集塵具４５０の収容部４１０への収容時には、柄部４５７を縮ませ、補助集塵具４
５０の使用時には、柄部４５７を伸ばすことができる。
【００６７】
　柄部４５７は、図７に示される通り、屈曲部分４６５を有する。また、上述の通り、掃
除機本体３４０の第１円筒部分３４３は、テーパー面３４７および上面３４５により形成
される段差部分３５９を有する。補助集塵具４５０が収容部４１０に収容され、かつ、保
持部３９９に保持されている状態では、屈曲部分４６５は、段差部分３５９に沿う。これ
により、デザインの一体感を出すことができる。
【００６８】
　２．掃除機支持装置
【００６９】
　図１に示される通り、電気掃除機ユニット１は、電気掃除機３および掃除機支持装置５
を備える。掃除機支持装置５は、電気掃除機３を支持する。ここでの掃除機支持装置５は
、電気掃除機３に内蔵されたバッテリーを充電する充電ステーションである。掃除機支持
装置５は、電気掃除機３の吸込具３１０を載置するための吸込具載置台５１０、および、
電気掃除機３の掃除機本体３４０を支える支柱５４０を備える。
【００７０】
　２－１．吸込具載置台
【００７１】
　吸込具載置台５１０は、図１０に示される通り、吸込具３１０が載置される載置部５１
１および載置部５１１に連なる前面部５２１を有する。吸込具載置台５１０は、載置部５
１１の下方に内部空間５２５を有する。前面部５２１は、内部空間５２５に連通する挿入
口５２３を有する。挿入口５２３は、補助集塵具４５０のヘッド部４５１を受け入れ可能
である。載置部５１１は、内部空間５２５に連通する１または複数（図１０に示される例
では、７つ）の連通口５１３を有する。各連通口５１３は、奥行方向（Ｙ）に長い略四角
形状である。複数の連通口５１３は、幅方向（Ｘ）に配列されている。これらの連通口５
１３は、電気掃除機３の吸込具３１０が載置部５１１上に適切に載置されたとき、吸込具
３１０の底部の吸込口３２３に対向する。換言すると、電気掃除機３のスイッチをオンし
たとき、内部空間５２５内の空気および塵埃を吸引できるように連通口５１３が設けられ
ている。
　連通口５１３の形状は略四角形状に限らない。例えば、円形状、長円状、三角形状、六
角形状でもよい。連通口５１３の数量は７つに限らない。１つでもよく、７以外の複数で
もよい。ただし、１つの大きな孔よりも複数の小さな孔にしたほうが、孔を通過する流体
の流速を大きくでき、塵埃の取り残しを防止または低減できる。
【００７２】
　電気掃除機３は、掃除機支持装置５に支持された状態で、電動送風機を駆動できる。こ
のとき、電気掃除機３は、吸込具載置台５１０の内部空間５２５内の空気および塵埃を、
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連通口５１３を通じて吸引する。一方、吸込具載置台５１０の内部空間５２５は、挿入口
５２３を通じて補助集塵具４５０のヘッド部４５１を受け入れ可能である。ヘッド部４５
１に付着した塵埃は、連通口５１３を通じて電気掃除機３に吸引される。これにより、補
助集塵具４５０のヘッド部４５１を清掃できる。
【００７３】
　載置部５１１は、内部空間５２５に突出する１または複数（図１０に示される例では、
６つ）の突出部５１５を有する。各突出部５１５は、隣り合う連通口５１３の間に配され
ている。例えば、補助集塵具４５０は、そのヘッド部４５１に多数の羽または繊維を含む
モップである。補助集塵具４５０のヘッド部４５１が内部空間５２５内で動かされたとき
、各突出部５１５は、ヘッド部４５１の羽または繊維の間に入り込み、それらに付着した
塵埃をかき出す。これにより、ヘッド部４５１をよりきれいに清掃できる。
【００７４】
　複数の突出部５１５は、互いに平行に配されている。これにより、複数の連通口５１３
を通過する空気の流れを整えることができ、その結果、効率的に塵埃を吸引できる。
【００７５】
　図１０に示される通り、前面部５２１の挿入口５２３の高さ方向（Ｚ）の寸法を寸法Ｈ
５と定義する。挿入口５２３の幅方向（Ｘ）の寸法を寸法Ｗ５と定義する。挿入口５２３
の面積は、寸法Ｈ５および寸法Ｗ５の積で求められる。一方、ヘッド部４５１の自然状態
における高さ方向（Ｚ）の寸法を寸法Ｈ６と定義する。ヘッド部４５１の自然状態におけ
る幅方向（Ｘ）の寸法を寸法Ｗ６と定義する。ここで、自然状態とは、ヘッド部４５１が
圧縮力を受けていない状態をいう。ヘッド部４５１の断面積は、寸法Ｈ６および寸法Ｗ６
の積で求められる。好ましくは、挿入口５２３は、ヘッド部４５１の断面積よりも小さな
面積を有する。これにより、ヘッド部４５１が挿入口５２３の全体に充填される。挿入口
５２３の不十分な充填による空気漏れを防止または低減でき、そのため、電気掃除機３に
よる吸引力を有効活用できる。
【００７６】
　図１１に示される通り、内部空間５２５におけるヘッド部４５１が挿入可能な領域の奥
行方向（Ｙ）の寸法を寸法Ｌ５と定義する。図１０に示される通り、ヘッド部４５１の挿
入方向（Ｙ）の寸法を寸法Ｌ６と定義する。寸法Ｌ５は、寸法Ｌ６よりも小さい。これに
より、ヘッド部４５１が最奥まで挿入されたとしても、ヘッド部４５１が挿入口５２３の
全体に充填される状態を維持できる。したがって、電気掃除機３による吸引力を有効活用
できる。
　吸込具載置台５１０は、Ｔ字状をしており、後方に延伸する延伸部分に支柱５４０が立
設されている。この延伸部分も利用して、内部空間５２５が形成されている。これにより
、吸込具載置台５１０をスリムに形成しながら、内部空間５２５の奥行方向（Ｙ）の寸法
を十分に確保できる。また、延伸部分が幅方向（Ｘ）の中央なので、支柱５４０のバラン
スをよくできる。
【００７７】
　なお、空気漏れの影響が無いまたは小さい場合もある。この場合、寸法Ｌ５は、寸法Ｌ
６と同じまたはそれより大きくてもよい。これにより、ヘッド部４５１を全体的に清掃で
きる。
【００７８】
　図１２に示される通り、吸込具載置台５１０は、位置決め部５２７を載置部５１１に備
える。位置決め部５２７は、電気掃除機３の吸込具３１０の適切な位置への配置を補助す
る。吸込具３１０が適切な位置に配置されることで、吸込具３１０の吸込口３２３が、載
置部５１１の１または複数の連通口５１３に対向する。位置決め部５２７は、載置部５１
１の前端に位置する第１突出片５２９を含む。載置部５１１は、その前端よりも後端が高
くなるように傾斜している。位置決め部５２７は、吸込具３１０が前方に転がり落ちない
ためのストッパーとしても働く。第１突出片５２９は、吸込具３１０が載置部５１１に載
置されたとき、吸込具３１０の上部カバー３１１の前端に当接し、吸込具３１０の奥行方
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向（Ｙ）の移動を規制する。位置決め部５２７は、載置部５１１の奥行方向（Ｙ）におけ
る中間部であって、連通口５１３の後端に位置する２つの第２突出片５３１を含む。各第
２突出片５３１は、吸込具３１０が載置部５１１に載置されたとき、吸込具３１０の内壁
３１５に当接し、吸込具３１０の奥行方向（Ｙ）および幅方向（Ｘ）の移動を規制する。
【００７９】
　なお、第１突出片５２９および第２突出片５３１は、吸込具３１０と載置部５１１との
隙間の流体インピーダンスを高める部材でもある。これらにより、吸込具３１０と載置部
５１１の隙間を通じた空気漏れを防止または低減でき、その結果、電気掃除機３による吸
引力をヘッド部４５１の清掃に有効活用できる。
　なお、吸込具３１０は、吸込具３１０の両側面に吸込口３２３に連通する溝３２９を有
する。この溝３２９を通じて横方向からも空気を吸引することができる。吸込具載置台５
１０の第２突出片５３１は、この溝３２９を塞ぐ機能を有することとしてもよい。これに
より、溝３２９を通じた空気漏れを防止または低減できる。
【００８０】
　図１２に示される通り、吸込具３１０の底部の吸込口３２３は、回転ブラシ３１９が存
在する第１領域３２５、および、回転ブラシ３１９と内壁３１５の間の第２領域３２７を
含む。第２領域３２７は、第１領域３２５に奥行方向（Ｙ）に隣接する。吸込口３２３の
第１領域３２５は、回転ブラシ３１９を含むので、比較的高い流体インピーダンスを有す
る。逆に、吸込口３２３の第２領域３２７は、回転ブラシ３１９を含まないので、比較的
低い流体インピーダンスを有する。したがって、空気は、主に第２領域３２７を通じて吸
引される。すなわち、第２領域３２７は、第１領域３２５よりも塵埃を円滑に吸引するこ
とができる。
【００８１】
　一方、図１１に示される通り、載置部５１１の各突出部５１５は、第１ブレード部分５
１７および第２ブレード部分５１９を有する。第２ブレード部分５１９は、第１ブレード
部分５１７よりも、高さ方向（Ｚ）において大きな寸法を有する。したがって、第２ブレ
ード部分５１９は、第１ブレード部分５１７よりも多くの塵埃をかき出すことができる。
【００８２】
　このように、第２領域３２７の下部で多くの塵埃がかき出されるため、内部空間５２５
での塵埃の吸い残しを防止または低減できる。
　なお、突出部５１５の形状は、上記の形状に限らず、前端から後端まで一定の高さでも
よい。また、前端から後端に向かい次第に高さを増すこととしてもよく、逆に、前端から
後端に向かい次第に高さを減ずることとしてもよい。
　位置決め部５２７は、上記の構成に限らず、吸込具３１０の外周に沿って全周設けられ
てもよい。また、載置部５１１から突出した突出片ではなく、吸込具３１０の形状に適合
する載置部５１１から凹んだ凹部としてもよい。
　また、挿入口５２３は、前面部５２１ではなく、側面部に設けられてもよい。
【００８３】
　２－２．支柱
【００８４】
　支柱５４０は、図１に示される通り、吸込具載置台５１０の後端に配される。支柱５４
０は、その上部にテーパー面５４１および凹面５４３を有する。テーパー面５４１は、掃
除機本体３４０の拡張部分３６３の端面３７１に適合する。凹面５４３は、掃除機本体３
４０の第２円筒部分３７３の外周面に適合する。掃除機本体３４０は、テーパー面５４１
および凹面５４３により保持され、立った状態で維持される。
【００８５】
　支柱５４０は、好ましくは、電気掃除機３のバッテリーを充電する充電機構５４５を備
える。充電機構５４５は、例えば、支柱５４０内に設けられた回路モジュール５４７と、
テーパー面５４１に設けられたコネクタ受け部５４９とを含む。回路モジュール５４７は
、例えば、商用電源の交流電力からバッテリーの充電に適した直流電力を生成する。コネ
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クタ受け部５４９は、掃除機本体３４０に設けられたコネクタ３７９（図５参照）に適合
し、回路モジュール５４７とバッテリーとを電気的に接続する。支柱５４０は、掃除機本
体３４０を立った状態に維持しながら、掃除機本体３４０の内部のバッテリーを充電でき
る。バッテリーの充電中においても、電気掃除機３は、スイッチオンされると電動送風機
を駆動するように設計されている。
【００８６】
＜第２の実施形態＞
　第２の実施形態に係る電気掃除機ユニット１００１は、図１３に示される通り、電気掃
除機１００３および掃除機支持装置１００５を備える。
　電気掃除機１００３は、吸込具１３１０、掃除機本体３４０および取手具３９０をこの
順で備える、いわゆるスティック型の掃除機である。
　なお、第２の実施形態においても、幅方向（Ｘ）、奥行方向（Ｙ）および軸方向（Ｚ）
は、第１の実施形態と同じ定義である。
　電気掃除機１００３は、第１の実施形態と同様に補助集塵具４５０を取手具３９０側か
ら取り出し自在に収容する収容部４１０を備える。収容部４１０は掃除機本体３４０に装
着される。電気掃除機１００３は掃除機支持装置１００５から充電される。
　掃除機支持装置１００５は、電気掃除機１００３の吸込具１３１０を載置するための吸
込具載置台１５１０、および、電気掃除機３の掃除機本体３４０を支える支柱５４０を備
える。
　第２の実施形態では、主に、電気掃除機１００３の吸込具１３１０の一部と掃除機支持
装置１００５の吸込具載置台１５１０とが第１の実施形態と異なる。このため、これらの
相違点を中心に以下説明する。なお、第１の実施形態と同じ構成について、同じ符号を用
い、その構成の説明は省略する。
【００８７】
　１．吸込具
　吸込具１３１０は、図１４の（ａ）に示される通り、底部の吸込口１３２３を介して外
部と連通する吸込空間１３１２を内部に有している。吸込空間１３１２は、当該空間を構
成する内壁１３１５の連通口１３１７を介して集塵パイプ１３２０の内部と連結される(
連通する）。なお、集塵パイプ１３２０は、掃除機本体３４０の第２円筒部分３７３（の
内部空間）に着脱可能に連結される。
【００８８】
　１－１．吸込口
　吸込口１３２３は、第１領域１３２５および第２領域１３２７を含み、吸込空間１３１
２は、第１領域１３２５の裏側に存在する第１空間１３１４、および、第２領域１３２７
の裏側に存在する第２空間１３１６を有する。
　なお、第１空間１３１４の引き出し線は、第１領域１３２５、回転ブラシ３１９および
内壁１３１５等の引き出し線と区別するために、その先端を矢印としている。同様に、第
２空間１３１６の引き出し線は、第２領域１３２７および内壁１３１５等の引き出し線と
区別するために、その先端を矢印としている。
【００８９】
　第１空間１３１４は、図１４の（ａ）に示される通り、幅方向（Ｘ）に長い円柱状に近
い形状をしている。第１空間１３１４には、幅方向（Ｘ）に長く且つ幅方向を回転軸とす
る回転ブラシ３１９が収容されている。
　第２空間１３１６は、第１空間１３１４（回転ブラシ３１９）と連通口１３１７との間
に存在している。これにより、回転ブラシ３１９により掻き出された塵埃は第２空間１３
１６から連通口１３１７に向かう。
　つまり、吸込具１３１０は奥行方向（Ｙ）に隣接して２つの空間を有し、その一方が回
転ブラシ３１９を収容する第１空間１３１４であり、他の方が旋回気流を生じさせる第２
空間１３１６である。
　回転ブラシ３１９は１個または複数個のブラシが回転軸に例えばスパイラル状に設けら
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れてなる。なお、ブラシは、ゴム材料等の板状体を利用してもよいし、樹脂等の複数本の
繊維状体を利用してもよい。繊維状体を利用する場合、繊維状体の全部又は一部として、
例えばアクリル繊維やナイロン繊維に硫化銅を化学結合させた有機導電性繊維等の除電繊
維を利用してもよい。
【００９０】
　図１４の（ｂ）に示される通り、第２空間１３１６における幅方向（Ｘ）の中間部分は
、その横断面形状が幅方向（Ｘ）において変化しないストレート部１３１６ａとなってい
る。第２空間１３１６における幅方向（Ｘ）の両側部分は、横断面形状が略同じでその面
積が端に向かうにしたがって徐々に小さくなるテーパー部１３１６ｂとなっている。
　第２空間１３１６における幅方向（Ｘ）と直交する断面の形状（内壁形状）は、円形状
又は円形状に似た形状における清掃面側が欠けたような形状をしている。
【００９１】
　図１４に示される通り、連通口１３１７は、第２空間１３１６であって第１空間１３１
４と反対側に位置するように設けられている。第２空間１３１６の断面形状および連通口
１３１７の位置を上記のように構成することで、第２空間１３１６内に旋回気流が発生し
やすくなる。また、第２空間１３１６は第１空間１３１４と区画壁１３１５ａで区画され
ているため、回転ブラシ３１９により旋回気流の発生が妨げられない。なお、テーパー部
１３１６ｂにおける幅方向（Ｘ）の端部は溝３２９を介して外部と連通している。
　連通口１３１７は幅方向（Ｘ）に長い形状をしている。つまり、回転ブラシ３１９の軸
心に沿って長い形状をしている。連通口１３１７は第２空間１３１６におけるストレート
部１３１６ａに設けられている。
【００９２】
　第１空間１３１４と第２空間１３１６との間には、第１空間１３１４側に張り出す張出
部１３１８を有している。ここでの張出部１３１８は、吸込空間１３１２を構成する底部
カバー１３１３とは異なる張出部材により構成されている。
　第１空間１３１４と第２空間１３１６とを区画する区画壁１３１５ａが内壁１３１５に
含まれ、区画壁１３１５ａにおける幅方向（Ｘ）の中間部分の欠け部に張出部材が着脱可
能に取り付けられている。
【００９３】
　張出部１３１８は回転ブラシ３１９に接触可能に設けられている。張出部１３１８は、
図１５に示される通り、回転ブラシ３１９の回転方向（図中の矢印方向である）と逆方向
に張り出している。つまり、接触することで回転ブラシ３１９のブラシを起こす方向に張
り出している。これにより、吸込口１３２３の周辺で回転ブラシ３１９により掻き取られ
た塵埃が回転ブラシ３１９から離れる。ここでの張出部１３１８は、例えばゴム材料によ
り構成されている。これにより、回転ブラシ３１９の過度な消耗を抑制できる。なお、張
出部１３１８を除電可能な材料で構成して、静電気により塵埃の吸着を防止するようにし
てもよい。
　なお、回転ブラシ３１９から離れた塵埃は隣接する第２空間１３１６側に吸引された後
、連通口１３１７から集塵パイプ１３２０を経由して掃除機本体３４０に吸引される。
【００９４】
　張出部１３１８は、底側から吸込口１３２３を見たとき（つまり、図１４の（ｂ）の状
態である。）、幅方向（Ｘ）の中間部分に設けられている。張出部１３１８は、図１６の
（ｂ）に示される通り、第２空間１３１６におけるストレート部１３１６ａの全長よりも
長く、第２空間１３１６の全長よりも短い。本実施形態における張出部１３１８の全長は
、ストレート部１３１６ａの全長に両側の各テーパー部１３１６ｂの０（％）～５０（％
）を加えた長さになっているが、これに限定するものではなく、回転ブラシ３１９全体に
合わせた長さになっていてもよい。
　張出部１３１８の幅方向（Ｘ）の長さは、図１４の（ｂ）に示される通り、連通口１３
１７の幅方向の長さよりも長くなっている。
【００９５】
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　張出部１３１８は、図１４の（ｂ）に示される通り、第２空間１３１６を挟んで連通口
１３１７に対向する。これにより、張出部１３１８により掻き取られた塵埃が効率よく連
通口１３１７から吸引される。
　張出部１３１８における軸方向（Ｚ）の下端は、図１６の（ｂ）および図１７に示され
る通り、清掃面に達しないように構成されている。これにより、張出部１３１８により掻
き取られた塵埃が効率よく第２空間１３１６へ移動する。
　張出部１３１８は、図１６の（ｂ）に示される通り、区画壁１３１５ａにおける幅方向
（Ｘ）の端部の下端（清掃面側の端）よりも清掃面と反対側に位置している。つまり、張
出部１３１８の下端は、清掃面を基準にしたときに、第２空間１３１６のテーパー部１３
１６ｂを構成する区画壁１３１５ａの下端よりも高くなっている。これにより、第２空間
１３１６のテーパー部１３１６ｂでの密閉性を高めることができ、第２空間１３１６内に
おいて幅方向（Ｘ）の端から連通口１３１７に向かう旋回気流を強めることができる。
　張出部１３１８における軸方向（Ｚ）の下端は、図１５に示される通り、連通口１３１
７の下端よりも高くなっている。
【００９６】
　１－２．集塵パイプ
　（１）全体構成
　集塵パイプ１３２０は、図１８に示される通り、第２空間１３１６に面して配される連
通側パイプ１３２２と、掃除機本体３４０側に配される本体側パイプ１３２４と、連通側
パイプ１３２２に対して本体側パイプ１３２４を幅方向（Ｘ）に平行なＸ軸と奥行方向（
Ｙ）に平行なＹ軸とを回転軸として回転可能に連結する連結パイプ１３２６とを備える。
なお、連結パイプ１３２６は連結下パイプ１３２８と連結上パイプ１３３０とから構成さ
れる。
　連通側パイプ１３２２の上流側開口は、底部カバー１３１３の内壁１３１５に設けられ
た開口に嵌合する固定状態で、底部カバー１３１３に装着される。なお、底部カバー１３
１３に連通側パイプ１３２２が取り付けられると、連通側パイプ１３２２の上流側開口は
連通口１３１７として機能する。
　本体側パイプ１３２４の下流側端部は、掃除機本体３４０側との接続部として機能し、
回転ブラシ３１９を駆動部（図示せず）により回転駆動させるために電気的にも接続する
。
　連結パイプ１３２６は、連通側パイプ１３２２に対してＹ軸周りに回転可能に連結され
ている。本体側パイプ１３２４は、連結パイプ１３２６に対してＸ軸廻りに回転可能に連
結されている。集塵パイプ１３２０は、連結パイプ１３２６が連通側パイプ１３２２に対
してＹ軸周りに回転するのを規制したり、その回転規制を解除したりする規制解除構造を
有している。
【００９７】
　（２）連通側パイプと連結パイプ
　連通側パイプ１３２２と連結パイプ１３２６との連結は、図１９の（ａ）に示される通
り、連通側パイプ１３２２の下流側の円筒部１３２２ａが、連結下パイプ１３２８の上流
側端部の円筒状の嵌合部１３２８ａに嵌合し、この状態で、「Ｃ」字状の固定具１３３１
により固定される。
　ここでの円筒部１３２２ａは嵌合部１３２８ａ内に挿入するため、円筒部１３２２ａの
筒軸が回転軸であるＹ軸となり、連結パイプ１３２６が連通側パイプ１３２２に対して回
転可能となる。この状態では、円筒部１３２２ａは嵌合部１３２８ａから抜ける。
【００９８】
　連通側パイプ１３２２は円筒部１３２２ａに周方向に延伸する周溝１３２２ｂを有し、
連結パイプ１３２６は嵌合部１３２８ａにおいて円筒部１３２２ａの周溝１３２２ｂに対
応する部位に貫通孔１３２８ｂ，１３２８ｃ（図１８参照）を有している。「Ｃ」字状の
固定具１３３１の凸部１３３１ａ，１３３１ｂが連結下パイプ１３２８の貫通孔１３２８
ｂ，１３２８ｃを挿通して、連通側パイプ１３２２の周溝１３２２ｂ内に嵌る。これによ



(18) JP 2020-28811 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

り、連通側パイプ１３２２から連結パイプ１３２６（連結下パイプ１３２８）が外れるの
を防止できる。
【００９９】
　詳細に説明する。
　連結下パイプ１３２８の嵌合部１３２８ａに固定具１３３１用に周方向に延伸する溝１
３２８ｄを有し、溝１３２８ｄの底壁に貫通孔１３２８ｂ，１３２８ｃが設けられている
。具体的に、貫通孔１３２８ｂ，１３２８ｃの位置は、固定具１３３１の凸部１３３１ａ
，１３３１ｂの位置に対応している。なお、「Ｃ」字状の固定具１３３１は半円よりも長
い円弧状をし、凸部１３３１ａは円弧の略中央にあり、凸部１３３１ｂは円弧の両端にあ
る。これにより、固定具１３３１が連結下パイプ１３２８から外れ難くできる。なお、固
定具１３３１は、連結パイプ１３２６に固定されており、固定具１３３１だけで回転する
ことはない。
【０１００】
　規制解除構造は、図１９に示される通り、連通側パイプ１３２２に設けられた被係合部
１３２２ｃと、連結パイプ１３２６側（ここでは固定具１３３１である）に設けられた係
合部１３３１ｃとから構成される。
　被係合部１３２２ｃは、固定具１３３１が存在する側と反対側であって筒軸と平行な方
向に凹入する凹部分１３２２ｄを有する。係合部１３３１ｃは、連通側パイプ１３２２側
であって筒軸と平行な方向に突出する凸部分１３３１ｄを有する。凸部分１３３１ｄが凹
部分１３３２ｄに係合する（嵌る）と、連結パイプ１３２６の連通側パイプ１３２２に対
する回転が規制される。
　なお、凹部分１３２２ｄおよび凸部分１３３１ｄは、係合方向とする直交する方向から
見る（図１９の（ｃ）である）と、その外観形状が円弧状をしている。これにより、回転
規制の解除をスムーズに行うことができる。
【０１０１】
　係合方向とする直交する方向から規制解除構造を見る（図１９の（ｃ）である）と、被
係合部１３２２ｃは、凹部分１３２２ｄから周方向に離れるにしたがって固定具１３３１
から遠くなる傾斜部分１３２２ｅを凹部分１３２２ｄの両側に有している。これにより、
係合部１３３１ｃ（凸部分１３３１ｄ）が被係合部１３２２ｃから周方向に離れた位置（
回転規制されていない状態）にあっても、連結パイプ１３２６側の回転により、凸部分１
３３１ｄが凹部分１３２２ｄにスムーズに係合する(嵌る）。
　なお、被係合部１３２２ｃは、図１９の（ａ）および（ｂ）に示される通り、円筒部１
３２２ａと同軸の外側円筒部１３２２ｆに設けられており、連結下パイプ１３２８の回転
時の係合部１３３１ｃの軌道上に被係合部１３２２ｃが位置する。
【０１０２】
　固定具１３３１は係合部１３３１ｃを筒軸と平行な方向に弾性変形可能に有する。具体
的には、固定具１３３１は、「Ｃ」字状の本体部１３３１ｅから径方向の外方に逆「Ｕ」
字状の張り出すＵ字部１３３１ｆを有し、このＵ字部１３３１ｆに係合部１３３１ｃが設
けられている。
　これにより、連結パイプ１３２６が連通側パイプ１３２２に対して回転した際に、係合
部１３３１ｃが連通側パイプ１３２２と反対側に弾性変形し、凸部分１３３１ｄの凹部分
１３２２ｄへの係合又は凹部分１３２２ｄからの係合解除をスムーズに行うことができる
。
【０１０３】
　固定具１３３１は、連通側パイプ１３２２が連結パイプ１３２６から外れるのを規制し
ているため、負荷が作用しても破損しない剛性（厚み）を有している。しかしながら、本
体部１３３１ｅとの間に空間を有するＵ字部１３３１ｆに係合部１３３１ｃを設けること
で、適度な負荷でＵ字部１３３１ｆが係合方向（ここでは連通側パイプ１３２２の円筒部
１３２２ａの筒軸方向と平行な方向である）に弾性変形し、凸部分１３３１ｄと凹部分１
３２２ｄとの係合状態を解除し難くなることを防止できる。



(19) JP 2020-28811 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

　このように、Ｕ字部１３３１ｆの構造を採用することで、本体部１３３１ｅとＵ字部１
３３１ｆとの間の空間を適宜選択することで、凸部分１３３１ｄと凹部分１３２２ｄとの
係合具合又は係合解除具合を調整できる。なお、凸部分１３３１ｄを設ける部位はＵ字部
１３３１ｆ以外の形状、例えば、Ｌ字部、Ｏ字部等の形状であってもよい。
【０１０４】
　また、回転ブラシ３１９を回転駆動させる駆動部（図示省略）を吸込具１３１０内に備
える。一般的には、吸込具１３１０の幅方向（Ｘ）の中央部分には連通側パイプ１３２２
等があり、駆動部は吸込具１３１０の幅方向の中央から幅方向の片側にズレた状態で配さ
れている。このため、使用時に吸込具１３１０を持ち上げると、駆動部の重みによる回転
モーメントの影響で連通側パイプ１３２２側が連結パイプ１３３２６に対して回転しよう
とする負荷が発生する。この回転の負荷に対してＵ字部１３３１ｆが弾性変形しない（係
合状態が解除されない）ように構成することで、吸込具１３１０を持ち上げた際のぐらつ
きをなくすることができる。
【０１０５】
　２．掃除機支持装置
　掃除機支持装置１００５は電気掃除機１００３を支持する。ここでの掃除機支持装置１
００５は、電気掃除機１００３に内蔵されたバッテリーを充電する充電ステーションであ
る。掃除機支持装置１００５は、図１３に示される通り、電気掃除機１００３の吸込具１
３１０を載置するための吸込具載置台１５１０、電気掃除機３（掃除機本体３４０）を支
える支柱５４０を備え、吸込具載置台１５１０は、吸込具１３１０に代えて装着される隙
間ノズル１００７を保持するノズル保持部１５３５を有している。
【０１０６】
　吸込具載置台１５１０は、図２０に示される通り、吸込具１３１０が載置される載置部
５１１、載置部５１１に連なる前面部５２１、および、設置面に対向するベース部１５３
０を有する。吸込具載置台１５１０は、載置部５１１の下方、つまり、載置部５１１とベ
ース部１５３０との間に、補助集塵具４５０のヘッド部４５１を受け入れ可能な挿入口５
２３を介して前方が開放する内部空間５２５を有する。載置部５１１は、内部空間５２５
に連通する複数個の連通口５１３を回転ブラシ３１９の軸方向に沿って有する。載置部５
１１は吸込具１３１０の位置決め部としての第１突出片５２９を載置部５１１に備える。
【０１０７】
　ベース部１５３０は、載置部５１１側の面に設置面側に凹入する凹入部分１５３３を有
し、当該凹入部分１５３３に除電部材、ここでは鉄板１５３４が配されている。なお、ベ
ース部１５３０は挿入口５２３に補助集塵具４５０のヘッド部４５１がスムーズに挿入で
きるように案内部分１５３８を有する。案内部分１５３８は前方下がりの傾斜面により構
成される。
　鉄板１５３４は、補助集塵具４５０のヘッド部４５１に帯電した電荷を除電する機能を
有する。鉄板１５３４は、設置面に近い位置に配され、電気掃除機１００３を安定した状
態で支持させる機能を有する。鉄板１５３４は、挿入口５２３の幅方向（Ｘ）の寸法より
大きく、内部空間５２５を形成する側壁５２５ａよりも内部空間５２５と反対側に延伸し
ている。これにより、鉄板１５３４を固定するための特別な構成が不要となり、簡易に実
施できる。
【０１０８】
　吸込具載置台１５１０は、上方から吸込具載置台１５１０を見たときに、載置部５１１
の後方にノズル保持部１５３５を有する。ここでのノズル保持部１５３５は、ベース部１
５３０から張り出す張出部分１５３６と、張出部分１５３６から上方に延伸する筒部１５
３７とから構成される。隙間ノズル１００７はその筒部１０７１が筒部１５３７の外側に
嵌合することで着脱可能に支持される。
　張出部分１５３６は、載置部５１１又はベース部１５３０における幅方向（Ｘ）の寸法
と、載置部５１１と支柱５４０とを合わせた奥行方向（Ｙ）の寸法を２辺とする長方形領
域内に収まるように設けられている。これにより、掃除機支持装置１００５の設置面積を
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実質的に広めることなく、隙間ノズル１００７を保持できる。
【０１０９】
＜第３の実施形態＞
　第１の実施形態では、電気掃除機３の一対の板状部４０１により補助集塵具４５０の柄
部４５７が挟持されるように保持されている。
　しかしながら、第３の実施形態では、補助集塵具２４５０が電気掃除機２００３に係合
構造を利用して保持されている。以下、電気掃除機２００３の保持部および補助集塵具２
４５０について説明する。
【０１１０】
　電気掃除機２００３は、図２１に示される通り、補助集塵具２４５０を保持する保持部
を有している。ここでの保持部は補助集塵具２４５０の柄部２４５７の被係合部分２４５
８に係合する係合部分２３９９により構成される。
　なお、係合関係は、補助集塵具の柄部の係合部分により、電気掃除機の被係合部分が係
合される関係であってもよい。
【０１１１】
　ここでは、補助集塵具２４５０の被係合部分２４５８は、柄部２４５７におけるヘッド
部（４５１）と反対側の端部から逆「Ｕ」字状に延伸する逆Ｕ字状板部分２４５８ａによ
り構成され、係合部分２３９９は、補助集塵具２４５０のヘッド部（４５１）と反対側に
「Ｌ」状に延伸するＬ字状板部分２３９９ａにより構成されている。
　Ｌ字状板部分２３９９ａが、逆Ｕ字状板部分２４５８ａと柄部２４５７の端面２４５７
ａとで形成される貫通孔２４６０を通過して係合することで、補助集塵具２４５０の柄部
２４５７が電気掃除機２００３により支持される。
【０１１２】
　係合部分２３９９は、拡大図に示される通り、Ｌ字状板部分２３９９ａの先端部分に内
側に突出する凸領域２３９９ｂを有している。これにより、逆Ｕ字状板部分２４５８ａが
Ｌ字状板部分２３９９ａから抜けるのを防止している。
　なお、係合部分は、凸領域２３９９ｂに代えて、Ｌ字状板部分が嵌合（しまり嵌め）す
るような溝を有してもよい。
【０１１３】
　ここでの電気掃除機２００３は、裏側に突出する凸部分２３９２を取手部２３９０に有
している。これにより、電気掃除機２００３の使用時に取手部１３９０が使用者の手から
滑るようなことを少なくできる。
【０１１４】
　図２２に示される通り、補助集塵具２４５０の柄部２４５７は、第１の実施形態と同様
に、筒状の第１部分２４５９と筒状の第２部分２４６３とを備える。第２部分２４６３は
、第１部分２４５９の内部に挿入され、第１部分２４５９に対して伸縮可能に構成されて
いる。
　第１部分２４５９は長手方向の両側に貫通孔２４５９ａ，２４５９ｂを有している。第
２部分２４６３は、長手方向におけるヘッド部（４５１）と反対側の貫通孔２４６３ａか
ら外側に突出する操作ボタン２４６４を有している。
　操作ボタン２４６４は、第１部分２４５９の貫通孔２４５９ａ，２４５９ｂに嵌合し且
つ第１部分２４５９および第２部分２４６３の厚み方向（内外方向）に出没可能に支持さ
れたボタン部２４６６と、ボタン部２４６６を貫通孔２４６３ａの内外方向に付勢する弾
性ばね２４６８とを有する。
【０１１５】
　電気掃除機２００３の収容部４１０に補助集塵具２４５０を収容する際に、第２部分２
４６３を第１部分２４５９内に挿入させて、ボタン部２４６６を第１部分２４５９の貫通
孔２４５９ａに嵌合させる。これにより、縮状態を維持でき、コンパクトに収容できる。
　補助集塵具２４５０を使用する際には、ボタン部２４６６を第１部分２４５９の内側に
押し込んで、ボタン部２４６６の貫通孔２４５９ａへの嵌合状態を解除する。そして、第
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２部分２４６３を第１部分２４５９から引き出して、ボタン部２４６６を第１部分２４５
９の貫通孔２４５９ｂに嵌合させる。これにより、第２部分２４６３が第１部分２４５９
から引き出された長い状態で、使用できる。
　なお、ここでの第１部分２４５９の貫通孔２４５９ａ，２４５９ｂは長手方向の両側に
２個設けられているが、長手方向に間隔をおいて３個以上設けてもよい。これにより、よ
り細かい長さ調整が可能となる。
【０１１６】
　以上、実施形態を説明したが、この実施形態に限られるものではなく、例えば、以下の
ような変形例であってもよい。また、実施形態と変形例、変形例同士を組み合わせたもの
であってよい。
　また、実施形態や変形例に記載していていない例や、要旨を逸脱しない範囲の設計変更
があっても本発明に含まれる。
【０１１７】
＜変形例＞
【０１１８】
（１）上記実施形態では、電気掃除機ユニット１は、補助集塵具４５０を収容する収容部
４１０と、掃除機支持装置５の補助集塵具４５０を清掃するための構造（挿入口５２３、
内部空間５２５、連通口５１３）との両方を含む。本発明は、これに限らず、何れか一方
だけを含むこととしてもよい。
【０１１９】
（２）上記実施形態では、掃除機支持装置５は、充電機構５４５を備えるが、本発明は、
これに限らない。掃除機支持装置５は、充電機構５４５を備えなくてもよい。
　上記実施形態では、電気掃除機３は、電源コードを付属しない掃除機であるが、これに
限らない。電源コード付きの掃除機であってもよい。
【０１２０】
（３）上記実施形態では、補助集塵具４５０のヘッド本体４５３について特に説明してい
ていないが、ヘッド本体として、例えば、モップやブラシ等の繊維状体を使用する場合、
ポリプロピレン製のスプリット・ヤーンを利用することが好ましい。これを利用すること
で、塵埃等をキャッチしやすく、また、吸込具載置台５１０，１５１０の内部空間５２５
にヘッド本体を挿入して、電気掃除機３，１００３により吸引する際の塵埃の繊維状体か
らの離脱（リリース）性がよい。
　つまり、内部空間５２５に挿入されたヘッド本体の繊維状本体が電気掃除機の回転ブラ
シ（ナイロン繊維）に絡まることなく、ヘッド本体から塵埃を吸収できる。
【０１２１】
（４）規制解除構造は第２の実施形態で説明した内容に限定するものでないし、規制解除
構造に着目すると、電気掃除機のタイプ（スティック型、キャニスター型）、補助集塵具
や収容部の有無、掃除機支持装置の有無、第２空間の有無等は関係ない。
　規制解除構造は、第１パイプ側（一例が連通側パイプである第１パイプ又は第１パイプ
の周辺部材である）に対して、第２パイプ側（一例が連結パイプである第２パイプ又は第
２のパイプの周辺部材である）を回転可能に連結する場合において、第２パイプ側は第１
パイプ側の被係合部に係合して第１パイプに対する回転を規制する係合部を有し、被係合
部および係合部の少なくとも一方は、第１パイプに対して第２パイプが回転しようとする
と弾性変形可能に構成されている。これにより、係合関係の解除および復帰が容易に行う
ことができる。
　第２の実施形態では、第２パイプに固定されている固定具１３３１(周辺部材の一例で
ある）に係合部１３３１ｃが設けられているが、連結パイプ１３２６に係合部が設けられ
てもよい。つまり、第２パイプと一体で回転する部材に係合部があればよい。
　第２の実施形態では、第１パイプである連通側パイプ１３２２に被係合部１３２２ｃを
設けているが、第１パイプが装着される底部カバー（周辺部材の一例である）に被係合部
又は係合部を設けてもよいし、上部カバー（周辺部材の一例である）に被係合部又は係合
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部を設けてもよい。
【０１２２】
　第２の実施形態では、固定具１３３１の係合部１３３１ｃが弾性変形可能に構成されて
いるが、第１パイプ側の被係合部が弾性変形可能に構成されてもよいし、被係合部および
係合部が弾性変形可能に構成されてもよい。
　第２の実施形態では、係合部１３３１ｃは、第１パイプに対する回転の回転軸と平行な
方向に突出する凸部分１３３１ｄにより構成され、被係合部１３２２ｃは回転軸と平行の
方向に凹入する凹部分１３２２ｄにより構成されている。しかしながら、被係合部と係合
部の関係が逆であってもよい。つまり、凸部分の係合部が第１パイプ側にあり、凹部分の
被係合部が第２パイプ側にあってもよい。
　さらに、凸部分および凹部分は、回転軸と平行に設けられているが、回転軸と直交する
方向の外向き又は内向きに設けられてもよい。
　第２の実施形態では、固定具１３３１において凸部分１３３１ｄが設けられているＵ字
部１３３１ｆが弾性変形可能となっているが、凸部分を例えば薄肉片で形成して凸部分自
身を弾性変形可能に構成してもよい。
【０１２３】
（５）第１および第２の実施形態の吸込具３１０，１３１０は、回転ブラシ３１９を収容
する空間（第１空間）と、旋回気流を発生可能な空間（第２空間）とを備えているが、吸
込具は、回転ブラシ３１９を収容する第１空間（１３１４）と、回転ブラシ３１９の回転
軸に平行であって第１空間（１３１４）に隣接する第２空間（１３１６）を有していれば
よく、第２空間は旋回気流が発生しない構造の空間であってもよい。
　第２空間１３１６は、回転ブラシ３１９の回転軸と平行な方向であってその両側部分が
テーパー部１３１６ｂとなっているが、テーパー状でなくてもよい。なお、両側部分がテ
ーパー状をしていなくても旋回気流は発生するが、テーパー状にした方が強い旋回気流が
得られる。
　第１空間および第２空間の前後の位置関係は特に限定するものではない。但し、吸込口
３２３，１３２３の第１領域３２５，１３２５において、回転ブラシ３１９の回転方向の
下流側に第２空間が存在する方が好ましい。
【０１２４】
　第２の実施形態では、第１空間１３１４と第２空間１３１６との間に張出部１３１８を
有し、第２空間１３１６におけるテーパー部１３１６ｂの清掃面との間の密閉度がストレ
ート部１３１６ａの清掃面との間の密閉度より高くしているが、テーパー部１３１６ｂの
密閉度は、ストレート部１３１６ａの密閉度と同じであってもよいし、ストレート部１３
１６ａよりも低くてもよい。但し、強い旋回気流を利用したい場合は、テーパー部１３１
６ｂの密閉度をストレート部１３１６ａの密閉度より高める方がよい。
　旋回気流に着目すると、電気掃除機のタイプ（スティック型、キャニスター型）、補助
集塵具や収容部の有無、掃除機支持装置の有無等は関係ない。
【符号の説明】
【０１２５】
　　　１　　電気掃除機ユニット
　　　３　　電気掃除機
　　　５　　掃除機支持装置
　３１０　　吸込具
　３４０　　掃除機本体
　３９０　　取手具
　３９９　　保持部
　４０１　　板状部
　４０５　　凸部
　４５０　　補助集塵具
　４５１　　ヘッド部
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　４５７　　柄部
　４６５　　屈曲部分
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月3日(2019.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気掃除機を支持する掃除機支持装置であって、
　前記電気掃除機の吸込具を載置部に載置するための吸込具載置台を備え、
　前記吸込具載置台は、開口部を有する空間を有し、補助集塵具を前記開口部から挿入可
能な前記空間を前記載置部の下方に有し、
　前記載置部は前記空間と連通する連通口を有し、
　前記空間に突出する突出部を備えることを特徴とする、
　掃除機支持装置。
【請求項２】
　前記突出部は、前記開口部よりも前記補助集塵具の挿入方向の奥側に設けられることを
特徴とする、
　請求項１に記載の掃除機支持装置。
【請求項３】
　前記突出部は、前記空間内において、前記補助集塵具の挿入方向と交差する方向に突出
していることを特徴とする、
　請求項１または２に記載の掃除機支持装置。
【請求項４】
　前記連通口は、並んで複数設けられ、
　前記突出部は、前記複数の連通口の間に設けられることを特徴とする、
　請求項１～３のいずれかに記載の掃除機支持装置。
【請求項５】
　前記空間には、除電部材が設けられることを特徴とする、
　請求項１～４のいずれかに記載の掃除機支持装置。
【請求項６】
　電気掃除機と、
　請求項１～５のいずれかに記載の掃除機支持装置とを備えることを特徴とする、
　電気掃除機ユニット。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　上記文献では、モップアタッチメントに付着するゴミ等を除去できるが、さらに効果的
にゴミ等を除去したいという要望も強い。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、補助集塵具の塵埃を効果的
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に除去できる掃除機支持装置および電気掃除機ユニットを提供することを目的のひとつと
する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様による掃除機支持装置は、電気掃除機を支
持する掃除機支持装置であって、前記電気掃除機の吸込具を載置部に載置するための吸込
具載置台を備え、前記吸込具載置台は、開口部を有する空間を有し、補助集塵具を前記開
口部から挿入可能な前記空間を前記載置部の下方に有し、前記載置部は前記空間と連通す
る連通口を有し、前記空間に突出する突出部を備えることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明によれば、突出部を備えているため、補助集塵具の塵埃を効果的に除去できる。
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